
No. 旧実施要領（R1 年度まで） 新しい実施要領（R2 年度から） 備考 

１． 趣旨及び目的  趣旨及び目的    

 災害時においては、被害を受けた交通ネットワーク、インフラ及びライフライ
ンなどの早期機能回復を図るため、官民一体となった災害応急対策が求められ
る。中でも道路等の啓開をはじめ被災地での応急復旧作業を担う地域建設業の果
たす役割は極めて大きい。 
さらに、災害により建設会社等自らが被害を受けた場合には、①従業員を守る

こと、②企業を存続させることが、企業としての信頼性及び地域貢献など社会的
な評価を左右することにもなる。これら災害時の事業活動に必要な事項（事業継
続計画）をあらかじめ定めておくことは、技術と経営に優れた企業の証でもあ
る。 
そのため中国地方整備局では、建設会社等の災害時における事業継続力を高める
取り組みを推進し、中国地方における地域防災力の向上を図るため、新たに災害
時の事業継続計画の認定を施行することとした。ただし、本認定は、建設会社が
備えている基礎的事業継続力（BCP 策定の取り組み姿勢、災害時の対応体制の
実行性）を評価し認定するものである。 
この実施要領は、建設会社等が作成・提出した災害時の事業継続計画(BCP)に

ついて、有識者を交えた専門的な視点で審査し、要件を満たす BCP を中国地方
整備局長が認定するための基本的な事項について定めたものである。 
 
なお、実施要領の制定にあたっては、平成 23 年 10 月に中国地方整備局が設

置した「中国地方地域建設業 BCP に関する検討会」での検討結果に基づいてい
る。 
注 1)【参考】｢中国地方地域建設業 BCP に関する検討会｣についてを参照。 

災害時においては、被害を受けた交通ネットワーク、インフラ及びライフライ
ンなどの早期機能回復を図るため、官民一体となった災害応急対策が求められ
る。中でも道路等の啓開をはじめ被災地での応急復旧作業を担う地域建設業の果
たす役割は極めて大きい。 
さらに、災害により建設会社等自らが被害を受けた場合には、①従業員を守る

こと、②企業を存続させることが、企業としての信頼性及び地域貢献など社会的
な評価を左右することにもなる。これら災害時の事業活動に必要な事項（事業継
続計画）をあらかじめ定めておくことは、技術と経営に優れた企業の証でもあ
る。 
そのため中国地方整備局では、建設会社等の災害時における事業継続力を高め

る取り組みを推進し、中国地方における地域防災力の向上を図るため、新たに災
害時の事業継続計画の認定を施行することとした。ただし、本認定は、建設会社
が備えている基礎的事業継続力（BCP 策定の取り組み姿勢、災害時の対応体制
の実行性）を評価し認定するものである。 
この実施要領は、災害時の事業継続計画(BCP)を作成しようとする建設会社等

（以下「申請者」という。）が作成・提出した災害時の事業継続計画(BCP)につ
いて、有識者を交えた専門的な視点で審査し、要件を満たす BCP を中国地方整
備局長が認定するための基本的な事項について定めたものである。 
（削除） 

 

２． 実施要領の構成  実施要領の構成    

 別図のとおり。 別図のとおり。  

３． 新規審査について  新規審査について    

３．１ 対象とする建設会社等 
①中国地方整備局における｢一般土木工事｣または｢維持修繕工事｣に係る一般競
争参加資格注 2)の認定を受け、中国地方に本店を有する建設会社等を対象と
する。 

②対象とする建設会社等は、BCP の策定状況等を勘案しつつ、その拡大を図る。 
 注 2)一般競争参加資格の適用年度は、申込書類の提出時点とする。 

申請者 
中国地方整備局における｢一般土木工事｣または｢維持修繕工事｣に係る一般競争 
参加資格注 1)の認定を受け、中国地方に本店を有する建設会社等を対象とする。 

 
（削除） 
 注 1)一般競争参加資格の適用年度は、申請書類の提出時点とする。 

 

３．２ 
３．２．１ 

認定に関する事項 
公募 
公募は年間 1 回期間を設定して実施する。公募にあたっては、対象とする建

設会社等、申込方法、申込先(問い合わせ先)、申込期間、申込書類の様式、審査
方法及び認定基準など必要な情報を中国地方整備局のウェブサイト等を利用して
周知する。 

認定に関する事項 
公募 
公募は年間 1 回期間を設定して実施する。公募にあたっては、申請方法、申

請先(問い合わせ先)、申請期間、申請書類の様式、審査方法及び認定基準など必
要な情報を中国地方整備局のウェブサイト等を利用して周知する。 

 

３．２．２ 申込書類の作成及び提出 
対象とする建設会社等において、災害時の事業継続計画の認定を受けようとす

る場合は、以下の申込書類を作成し、申込先に提出する。 
  一 災害時の事業継続計画認定申込書（様式１） 
  二 審査用チェックシート（様式２） 
  三 事業継続計画書（表題及び書式は全て任意） 

申請書類の作成及び提出 
申請者は、災害時の事業継続計画の認定を受けようとする場合は、以下の申請

書類を作成し、提出する。 
  一 災害時の事業継続計画認定申請書（様式１） 
  二 審査用チェックシート（様式２） 
  三 事業継続計画書（表題及び書式は全て任意） 

 

３．２．３ 審査の実施 
（１）審査会の設置 
①建設会社等から提出のあった災害時の事業継続計画の審査は、｢中国地方におけ
る地域建設業の事業継続計画認定に関する審査会｣(以下「審査会」という。)を
設置して行う。 

②審査会は、中国地方整備局の担当職員及び外部の有識者で構成する。 

審議の実施 
（１）審査会の設置 
①申請者から提出のあった災害時の事業継続計画の審議は、｢中国地方における地
域建設業の事業継続計画認定に関する審査会｣(以下「審査会」という。)を設置
して行う。 

②審査会は、中国地方整備局の担当職員及び外部の有識者で構成する。 

 

 （２）審査の方法 
①審査は、原則として申込書類に基づく「書類審査」と建設会社等の担当責任者
との質疑応答に基づく「口頭審査」による。ただし、補整後の再提出に係る審
査については補整の程度に応じて、有効期間を経過した後の更新に係る審査に
ついては認定基準に応じて、いずれも審査を簡略化することができる。 

②審査の具体的な方法は、審査会が定める。 

（２）審査の方法 
①審査は、原則として申請書類に基づく「書類審査」と申請者の担当責任者との
質疑応答に基づく「口頭審査」による。ただし、補整後の再提出に係る審査に
ついては補整の程度に応じて、有効期間を経過した後の更新に係る審査につい
ては認定基準に応じて、いずれも審査を簡略化することができる。 

②審査の具体的な方法は、審査会が定める。 

 

 （３）認定基準 
①審査会は、災害時の事業継続計画として必要な事項を満たしているか否かを判
断するための認定基準をあらかじめ策定し、公表する。 

②この取り組みの初期段階は、地域建設業における BCP の普及を図るため、必
要最低限の認定基準を設けるものとし、その後、普及状況等を考慮して段階的
に認定基準を引き上げるなどレベルアップを図るものとする。 

（３）認定基準 
①審査会は、災害時の事業継続計画として必要な事項を満たしているか否かを判
断するための認定基準をあらかじめ策定し、公表する。 

②この取り組みの初期段階は、地域建設業における BCP の普及を図るため、必
要最低限の認定基準を設けるものとし、その後、普及状況等を考慮して段階的
に認定基準を引き上げるなどレベルアップを図るものとする。 

 

 （４）審査結果の通知 
①中国地方整備局長は、審査会からの審査結果報告に基づき、審査を受けた建設
会社等に対して審査結果を通知する。その際、認定する場合は認定証を発行し、
認定しない場合はその理由を書面で通知する。 

②審査会事務局は、審査を受けた建設会社等から認定しない理由について説明を
求められた場合は、これに応じるものとする。 

（４）審議結果の通知 
①中国地方整備局長は、審査会からの審議結果報告に基づき、申請者に対して審
議結果を通知する。その際、認定する場合は認定証を発行し、認定しない場合
はその理由を書面で通知する。 

②審査会事務局は、申請者から認定しない理由について説明を求められた場合
は、これに応じるものとする。 

 

 （５）申込書類の補正及び再提出 
認定を受けられなかった災害時の事業継続計画は、建設会社等において適切な

補整を行った後、申込先に再提出することができる。 

（５）申請書類の補正及び再提出 
認定を受けられなかった災害時の事業継続計画は、申請者において適切な補整

を行った後、申込先に再提出することができる。 

 

 （６）再提出の制限 
認定を受けられなかった建設会社等で、認定しない理由が虚偽等の悪質な行為

による場合は、補整による申込先への再提出はできない。さらに、審査結果の通
知のあった日から起算して１年間は、申込書類の提出もできない。 

（６）再提出の制限 
虚偽等の悪質な行為による理由により認定を受けられなかった申請者は、補整

による再提出はできない。さらに、審議結果の通知のあった日から起算して１年
間は、申請書類の提出もできない。 

 

３．２．４ 有効期間 
認定を受けた災害時の事業継続計画の有効期間は、２年間とする。 

有効期間 
認定を受けた災害時の事業継続計画の有効期間は、２年間とする。 

 

３．２．５ 認定の無効 
（１）認定の無効 
①中国地方整備局長は、認定を受けた災害時の事業継続計画について、次の各
号に該当する事案が有効期間内に生じた場合は、事実関係を確認し、審査会
に諮った上で認定を無効とする。 

  一 災害時の事業継続計画の記載内容に虚偽等の悪質な行為が判明した場
合。 

  二 その他、認定の無効が必要と認められる場合。 
 ②この場合、中国地方整備局長は認定を無効とした旨を建設会社等に通知する

ものとし、通知を受けた建設会社等は認定証を返還しなければならない。 

認定の無効 
（１）認定の無効 
①中国地方整備局長は、認定を受けた災害時の事業継続計画について、次の各
号に該当する事案が有効期間内に生じた場合は、事実関係を確認し、審査会
に諮った上で認定を無効とする。 

  一 災害時の事業継続計画の記載内容に虚偽等の悪質な行為が判明した場
合。 

  二 その他、認定の無効が必要と認められる場合。 
 ②この場合、中国地方整備局長は認定を無効とした旨を建設会社等に通知する

ものとし、通知を受けた建設会社等は認定証を返還しなければならない。 

 

〈参考資料〉中国地方における地域建設業の事業継続計画認定に関する実施要領 



No. 旧実施要領（R1 年度まで） 新しい実施要領（R2 年度から） 備考 

 （２）提出の制限 
認定を受けた建設会社等で、認定を無効とする理由が虚偽等の悪質な行為によ

る場合は、認定を無効とする通知のあった日から起算して１年間は、申込書類の
提出はできない。 

（２）提出の制限 
虚偽等の悪質な行為による理由により認定が無効となった建設会社等は、認定

を無効とする通知のあった日から起算して１年間は、申請書類の提出はできない。 

 

４． 更新審査について  更新審査について    

４．１ 対象とする建設会社等 
災害時の事業継続計画の認定を受け、２年が経過した建設会社等を対象とする。 

申請者 
中国地方整備局長より認定を受けた有効な災害時の事業継続計画を有する者と

する。 
ただし、やむを得ない事情により、有効期間を経過しても、更新申請が可能な

場合がある。 

 

４．２ 
４．２．１ 

認定に関する事項 
公募 
「３．２．１公募」と同じ 

認定に関する事項 
公募 
「３．２．１公募」と同じ 

 

４．２．２ 申込書類の作成及び提出 
「３．２．２ 申込書類の作成及び提出」と同じ 

申請書類の作成及び提出 
申請者は、災害時の事業継続計画の認定を受けようとする場合は、以下の申請書

類を作成し、提出する。 
  一 災害時の事業継続計画認定申請書（様式１） 
  二 審査用チェックシート（様式２） 
  三 事業継続計画書（表題及び書式は全て任意） 
ただし、申請者の社内担当者の異動、資機材の数量変化等による「軽微な変更」

注 2)により、事業継続計画を更新する場合は、二 審査用チェックシート（様式
２）は不要とする。 
注 2）「軽微な変更」とは、別表の様式を変更、更新した場合とするが、摘要欄

に記載がある場合はその記載内容に限る。 

 

４．２．３ 
 
 
 
 

審査の実施 
「３．２．３ 審査の実施」と同じ（ただし、（２）審査方法は、下記のとおりと
する。） 
（２）審査方法 
①審査は、原則として申込書類に基づく「書類審査」と建設会社等の担当責任者
との質疑応答に基づく「口頭審査」による。ただし、補整後の再提出に係る審
査については補整の程度に応じて、有効期間を経過した後の更新に係る審査に
ついては認定基準に応じて、いずれも審査を簡略化することができる。また、
3 回目以降の更新審査で、奇数回(3 回,5 回,・・・)の場合「口頭審査」を省略す
る。ただし、必要に応じてヒアリング(電話確認を含む)を実施することができる
ものとする。 

②審査の具体的な方法は、審査会が定める。 

審議の実施 
「３．２．３ 審議の実施」と同じ（ただし、（２）審査方法、（３）認定基準は、 
下記のとおりとする。） 
（２）審査方法 
①審査は、原則として申請書類に基づく「書類審査」によるものとし、必要に応じ
てヒアリング(電話確認を含む)を実施することができるものとする。 
ただし、「軽微な変更」による更新の審査、補整後の再提出に係る審査について 
は補整の程度に応じて、いずれも審査を簡略化することができる。 

 
 
 
②審査の具体的な方法は、審査会が定める。 

 

  （３）認定基準 
 災害時の事業継続計画として必要な事項を満たしているか否かを判 
断するための認定基準は、「３．２．３ 審議の実施」（3）認定基準の「書類審査」 
に係る基準と同じとする。 

 

４．２．４ 有効期間 
「３．２．４有効期間」と同じ。 

有効期間 
認定を受けた災害時の事業継続計画の有効期間は、３年間とする。 

 

４．２．５ 
 

認定の無効 
（１）認定の無効 
①中国地方整備局長は、認定を受けた災害時の事業継続計画の更新審査において、
次の各号に該当する事案のいずれか一つでも該当する場合には、審査会に諮っ
た上で認定を無効とする。 

  一 定期点検計画に基づいて定期点検を実施していない。 
  二 訓練計画に基づいて訓練を実施していない。 
  三 定期点検結果と訓練結果に基づいて事業継続計画の見直しを実施してい

ない。 
②この場合、中国地方整備局長は認定を無効とした旨を建設会社等に通知するも
のとし、通知を受けた建設会社等は認定証を返還しなければならない。 

認定の無効 
（１）認定の無効 
①中国地方整備局長は、認定を受けた災害時の事業継続計画の更新審査において、
次の各号に該当する事案のいずれか一つでも該当する場合には、審査会に諮っ
た上で認定を無効とする。 

  一 定期点検計画に基づいて定期点検を実施していない。 
  二 訓練計画に基づいて訓練を実施していない。 
  三 定期点検結果と訓練結果に基づいて事業継続計画の見直しを実施してい

ない。 
②この場合、中国地方整備局長は認定を無効とした旨を建設会社等に通知するも
のとし、通知を受けた建設会社等は認定証を返還しなければならない。 

 

 （２）提出の制限 
認定を受けた建設会社等で、認定を無効とする理由が虚偽等の悪質な行為によ

る場合は、認定を無効とする通知のあった日から起算して１年間は、申込書類の
提出はできない。 

（２）提出の制限 
虚偽等の悪質な行為による理由により認定が無効となった建設会社等は、認定

を無効とする通知のあった日から起算して１年間は、申請書類の提出はできない。 

 

５． 普及・啓発に関する事項  普及・啓発に関する事項    

 関係学会及び建設業協会等と連携して、災害時の事業継続計画の普及・啓発を
図るものとする。 

関係学会及び建設業協会等と連携して、災害時の事業継続計画の普及・啓発を図
るものとする。 

 

６． 認定結果の活用  認定結果の活用    

 ①認定を受けた建設会社等の名称は、中国地方整備局のウェブサイト上で公表す
るものとする。 

②今後、認定の進捗状況を見ながら認定結果の活用方策について検討する。 

①認定を受けた建設会社等の名称は、中国地方整備局のウェブサイト上で公表す
るものとする。 

②今後、認定の進捗状況を見ながら認定結果の活用方策について検討する。 

 

７． 支援体制  支援体制    

 ①建設会社等が新たに災害時の事業継続計画を策定するための参考図書として、
｢災害時における建設会社の事業継続計画｣作成解説書を発行する。審査の結果、
申請書類に共通した軽微な修正事項が多数見られる場合、作成解説書の見直し
を適宜、実施する。 

②中国地方の各大学と連携して、BCP の策定を支援するための方策について検討
する。また、職員による出前講座等を実施する。 

①建設会社等が新たに災害時の事業継続計画を策定するための参考図書として、
｢災害時における建設会社の事業継続計画｣作成解説書を発行する。審査の結果、
申請書類に共通した軽微な修正事項が多数見られる場合、作成解説書の見直し
を適宜、実施する。 

②中国地方の各大学と連携して、BCP の策定を支援するための方策について検討
する。また、職員による出前講座等を実施する。 

 

８． 付則  付則    

 この実施要領は、平成２４年４月 １日から施行する。 
この実施要領は、平成２６年２月２１日から施行する。 
この実施要領は、平成３０年３月２０日から施行する。 

この実施要領は、平成２４年４月 １日から施行する。 
この実施要領は、平成２６年２月２１日から施行する。 
この実施要領は、平成３０年３月２０日から施行する。 
この実施要領は、令和 ２年３月１２日から施行する。 
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